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令和４年度 財政健全化判断比率・資金不足比率
　町では、地方公共団体の財政の健全化に関する法律により、毎年度「健全化判断比率」および「資金不
足比率」を算定し、監査委員の審査を受け、その意見をつけて議会に報告しています。健全化判断比率の「実
質赤字比率」、「連結実質赤字比率」、「実質公債費比率」、「将来負担比率」の 4 つの指標と「資金不足比率」
をお知らせします。
　なお、健全化判断比率のうち、実質公債費比率の数値が 18%以上になると、公債費負担適正化計画の
策定義務と地方債の発行が許可制となります。また、津別町と同規模の自治体の場合、早期健全化基準が
25%以上は、財政健全化計画の策定が必要になります。財政再生基準が35%以上では、財政再生計画の策
定が義務づけられるほか、地方債の発行も制限されます。　　

実質赤字比率 － 15.00 20.00

連結実質赤字比率 － 20.00 35.00

実質公債費比率 6.3 25.0 35.0

将来負担比率 － 350.0

健全化判断比率 津別町 基準
早期健全化 財政再生

簡易水道事業特別会計 － 20.00

下水道事業特別会計 － 20.00

資金不足比率 津別町 経営健全化
基準

健全化判断比率の状況 資金不足比率の状況
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年金 ミニ 知識
戸籍年金係8番窓口　☎77－8378

会社を退職したときは
年金の切り替え手続きが必要

　２０歳以上６０歳未満の方が会社を退職さ
れ、農業者、自営業者、学生、無職等になっ
た場合には、国民年金第１号被保険者または
第３号被保険者への切り替え手続きが必要と
なります。第１号被保険者は役場窓口、第３
号被保険者は、配偶者が勤務している事業所
でお早目に手続きをお願いします。
　なお、手続きはマイナポータルを利用した
電子申請でも行うことができます。

　電子申請は２４時間３６５日可能で、申請
結果についてもスマートフォン等で確認する
ことができます。
　詳しくは、日本年金機構のホームページを
ご覧ください。
日本年金機構のホームページ
https://www.nenkin.go.jp/
マイナポータルの利用者登録
https://myna.go.jp
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津別消防署からのお知らせ

歳末火災防止特別警戒運動

住宅火災予防のポイント

今一度、火の元の確認をお願いします！
問い合わせ先　津別消防署　☎７６－２１８９　【火事・救急は１１９番】
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特別警戒運動期間 １２月２２日（金）から３１日（日）まで

消防団員警戒巡視 １２月２６日（火）から２８日（木）　〈午後７時から９時〉

サイレン吹鳴 １２月２６日（火）から３０日（土）　〈午後７時に２０秒間〉

●コンロ使用中は
　その場を離れない

●家の近くに
　燃えやすい物を置かない

●電源プラグ・コードで発火の恐れがある　
　間違った使い方

●寝タバコは絶対に
　しない・させない

●ストーブの近くに
　燃える物を置かない




